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酒田市ファミリー・サポート・センター利用料金等の変更について 
 
１ ファミリー・サポート・センター事業について 

地域において、安心して仕事と育児の両立ができるよう「子育ての援助をしてほし
い人」と「手助けをしてくれる人」がそれぞれ会員になり、ネットワークを作って育
児支援をしているものです。 

 
２ 利用料金の引き上げ 

物価の上昇、県内１３市および庄内地方の利用料金の現状から、酒田市ファミ  
リー・サポート・センターの利用料金を現在の１時間当たり５００円から６００円に

引き上げるものです。 
 

３ ひとり親家庭等への支援 
（１）ひとり親家庭等の自己負担軽減 

ひとり親家庭等の利用料金を引き下げ、利用しやすい制度に変更し、ひとり親家
庭等の支出負担や子育て負担の軽減を図るものです。 

軽減の対象となる世帯および自己負担額 

 

 

（２）優先利用 
ひとり親家庭等と一般世帯の利用希望日が重複した場合は、ひとり親家庭等を

優先してマッチング（利用調整）します。 
 

４ 障がい児の利用年齢の引き上げについて 

   現在の規定では、利用会員の児童が中学生になると自動で退会になりますが、障

がい者手帳の交付を受けており、小学生から継続して利用している場合は、中学校

卒業までファミリー・サポート・センターを利用できるように改正します。 


